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第１章 計画の基本事項 

１ 緑の基本計画とは 

緑の基本計画とは、都市緑地法第４条に規定する「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基

本計画」です。 

日進市緑の基本計画（以下「本計画」という。）は、日進市（以下「本市」という。）における

緑豊かなまちづくりを市民と協働して進めていくために、必要な緑に関する指針となる計画です。 

２ 計画改定の背景 

本市では、「水と緑を巡りながら、人と人との交流も育まれる“水と緑が織りなすふるさと日進”

という基本テーマを掲げた日進市緑の基本計画（以下「旧計画」という。）を 2011 年（平成 23

年）３月に策定しました。 

それから 10 年が経ち、旧計画の計画期間が満了を迎えますので、旧計画の評価をするとともに、

旧計画策定後に緑に関する情勢が変化したことから、それらの変化に的確に対応するため、旧計画

の改定を行います。 

 

 

 

（１）第6次日進市総合計画の策定 

2021年（令和３年）３月に第６次日進市総合計画が策定され、将来都市像が“いつまでも暮ら

しやすい みどりの住環境都市”から“ともに暮らす 私たちがつないで創る 人とみどりを大

切にするまち 日進”に変わりました。 

 

（２）日進市都市マスタープランの改定 

2021年（令和３年）３月に日進市都市マスタープランが改定され、都市づくりの理念が“豊か

な緑を尊重し、都市の活力と多様な交流でにぎわう持続可能な都市環境を私たちが育む”に変わ

りました。 

 

（３）日進市環境基本計画の改定 

2014年（平成26年）３月に日進市環境基本計画が改定され、「第４部 分野別計画」、「第

５部 重点プロジェクト」について見直しが行われました。 

【緑の基本計画に関連する事項】 

●キャッチフレーズ “2024年のこどもたちへ” 

●分野別計画  テーマ①水   テーマ②緑 

   分野 A．川や池の水と水辺  分野 C．里山と息づく動植物 

   分野 B．水の風景・水資源  分野 D．農のある暮らし 

       分野 E．緑のネットワーク 

緑に関係する情勢が変化した主な内容 
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（４）日進市農業振興地域整備計画の見直し 

2018 年（平成 30 年）２月に日進市農業振興地域整備計画が改定され、時代に即した対応を

するための見直しが行われました。 

【緑の基本計画に関連する事項】 

●土地利用の構想 

主に天白川、岩崎川沿いに広がる一団の農地は、良好な自然環境の維持・保全といった観

点を踏まえた上で、農地・農業振興ゾーンとして位置づけ、現在の土地利用の維持・保全を

図るとし、農業基盤を維持し、農地の有効利用や田園景観の保全を進める。 

 

（５）愛知県広域緑地計画の改定 

県内の緑の基本計画の指針となる愛知県広域緑地計画が、2019 年（平成 31 年）３月に改定

されました。 

緑の機能と基本方針 ※愛知県広域緑地計画（概要版）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、計画では、東部丘陵が“県土の骨格を形成する緑地”として、「今後も継続して保全し、活

かしていくことが必要」と明記されています。

（参考：愛知県ホームページ） 
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（６）グリーンインフラの取組推進 

2015 年度（平成 27 年度）に閣議決定された国土形成計画、第４次社会資本整備重点計画で

は、「国土の適切な管理」、「安全・安心で持続可能な国土」、「人口減少・高齢化等に対応した持

続可能な地域社会の形成」といった課題への対応の一つとして、グリーンインフラの取組を推進

することが盛り込まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム１：グリーンインフラ 

■「グリーンインフラ」とは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が

有する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可

能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるものです。（＊現行の国土形成計画における定義と同

様）  

■従って、自然環境への配慮を行いつつ、自然環境に巧みに関与、デザインすることで、自然環境が有

する機能を引き出し、地域課題に対応することを目的とした社会資本整備や土地利用は、概ねグリー

ンインフラの趣旨に合致します。 

■これらの取組は、河川、海岸、都市、雨水貯留浸透、道路、国土管理等既往の社会資本整備や土地利

用に多く見られることから、こういった取組を「グリーンインフラ」と呼称するか否かは、当面重要

ではなく、かかる取組の推進により自然環境が有する機能を引き出し、地域課題に対応していくこと

を通して、持続可能な社会や自然共生社会の実現、国土の適切な管理、質の高いインフラ投資に貢献

するという考え方が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：国土交通省ホームページ） 
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（７）新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開 

2016 年（平成 28 年）５月に、国土交通省が都市公園をはじめとする緑とオープンスペース

の新たな時代に向けた基本的考え方と施策の方向性を取りまとめた「新たな時代の都市マネジメ

ントに対応した都市公園等のあり方検討会」最終報告書が公表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：国土交通省ホームページ） 
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（８）都市緑地法等の一部を改正する法律の施行 

2017 年（平成 29 年）に緑の基本計画策定の法的根拠である都市緑地法等の改正があり、都

市公園の管理の方針等、緑の基本計画の記載事項が拡充されました。 

 

都市緑地法の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

（参考：国土交通省ホームページ） 

 

－緑地保全・緑化推進法人（みどり法

人）の指定権者を知事から市区町村長

に変更、指定対象にまちづくり会社等

を追加 
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（９）持続可能な開発目標（SD Gs）について 

 2018年（平成30年）３月に策定した「日進市E SD推進基本方針」により、本市はSD Gsに

貢献できる担い手づくりのためE SDの考え方を取り入れた人づくりを行い、持続可能な社会の

実現を目指しています。 

 

 

 
コラム２：SDGs の 17 の目標

ゴ ー ル

 

SDGs は、発展途上国のみならず先進国を含む国際社会全体の開発目標として、持続可能な世界を実

現するための包括的な 17 の目標及び細分化された 169 のターゲットから構成され、地球上の「だれ一

人取り残さない」社会の実現をめざし、環境・経済・社会の諸課題を包括的に扱い、広範囲な課題に対

する統合的な取組が示されています。 

本市においても、持続可能な社会を実現するため、S DGs を達成するための取組を積極的に推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 の目標は大きく分けて、３つの視点に分類できます。 

目標１から目標６は、貧困や飢餓、水の衛生等。開発途上国の基礎的な目標が中心となっていますが、

目標 5 のジェンダー平等については先進国でも多くの課題を抱えています。 

目標 7 から目標 12 は、働きがい、経済成長、技術革新、クリーンエネルギー等の言葉が並んでいま

す。先進国や企業にとっても取り組むべき課題が少なくありません。また、目標 12 のつかう責任では

一人ひとりの消費者にも持続可能な世界のために責任があるとされています。 

目標 13 から目標 15 は、気候変動、海洋資源、生物多様性等グローバルな課題です。そして目標 16

では世界平和、目標 17 では国や企業や人々の協力を呼びかけています。 
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SDGs の 17 の目標
ゴ ー ル

と自治体行政の果たし得る役割 

目標
ゴール

 
目標の意訳文 

自治体の果たし得る役割 

 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションに

います。各自治体において、すべての市民に必要最低限の暮らしを確保するこ

とができるよう、きめ細やかな支援策が求められています。 

 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進

する 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の

支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。

公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に

貢献することもできます。 

 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も

住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状

態を維持・改善するために必要であるという研究も報告されています。 

 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進

する 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は

非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校

教育と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要です。 

 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性と女児の能力強化を行う 

ジェンダー平等を達成し、女性や女児のエンパワーメントを図ることは、自治

体の重要な政策の一つです。自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反

映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を増やすのも重

要な取組といえます。 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は

自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通し

て水質を良好に保つことも自治体の大事な責務です。 

 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセ

スを確保する 

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省／再

エネ対策を推進するのを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能

なエネルギー源利用のアクセスを増やすことも自治体の大きな役割といえま

す。 
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SDGs の 17 の目標
ゴ ー ル

と自治体行政の果たし得る役割 

目標
ゴール

 
目標の意訳文 

自治体の果たし得る役割 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働

きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的

に関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備

を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場にあります。 

 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及

びイノベーションの推進を図る 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域

経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援等を盛り込むことで新たな産業やイ

ノベーションを創出することにも貢献することができます。 

 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができま

す。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが

求められています。 

 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現

する 

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や

自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化

が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。 

 

持続可能な生産消費形態を確保する 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。

これを推進するためには市民一人ひとりの意識や行動を見直す必要がありま

す。省エネや３R の徹底等、市民対象の環境教育等を行うことでこの流れを加

速させることが可能です。 

 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。

従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策

の検討と策定を各自治体で行うことが求められています。 

 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの

中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都

市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じることが重要です。 
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SDGs の 17 の目標
ゴ ー ル

と自治体行政の果たし得る役割 

目標
ゴール

 
目標の意訳文 

自治体の果たし得る役割 

 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂

漠化への対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止す

る 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を

有するといえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を

講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。 

 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へ

のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の

多くの市民の参画を促し、参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすこと

も自治体の役割といえます。 

 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを

活性化する 

自治体は公的／民間セクター、市民、NGO／NPO などの多くの関係者を結び

付け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な

世界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。 

（参考：第 6次日進市総合計画） 
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愛知県が定める計画 

３ 計画の目的 

本計画は、旧計画の内容の検証や、市民アンケート、市民ワークショップによる市民ニーズを反

映させ、本市の緑のまちづくりを推進していくための指針となることを目的としています。 

４ 計画の位置づけ 

本計画は、日進市総合計画に即し、日進市都市マスタープランと整合させ、愛知県広域緑地計画と

ともに、関連する各分野の計画との連携や整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県広域緑地計画 

（2019 年 3 月改定） 

日進市が定める計画 

日進市 

緑の基本計画 

日進市 

都市マスタープラン 

第 6 次日進市総合計画 

（2021 年策定） 

即する 即する 

整合 整合 

日進市環境基本計画 

日進市農業振興地域整備計画 等 

 

関連 
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５ 計画で対象とする緑 

本計画で対象とする緑は、草花や樹木といった植物とそれらが生育する土地の空間、水辺地及び

緑の保全や啓発等につながる事業（以下「緑化推進事業」という。）を指し、主に次のように分類

分けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】行政が管理する緑には、管理の一部を市民にご協力いただいているものも含まれます。 

 

■主な緑の例 

 

 

 

 

 

行政が管理する緑 行政または市民が管理する緑 市民が管理する緑 

公園等 

○公 園 

○緑 地 等 
 
公園等以外の 

公共施設 

○街路樹 

○花 壇 等 

 

住 宅 

○花 壇 

○庭 木 等 
 

住宅以外の 

民間施設 

○事務所の植栽 等 

 

 

草 地 

土地の大部分が草で被られた土

地 

水 

河川やため池等の水面を含むそ

れら周辺の土地 

みどり 

○森 林 

○農 地 

立木竹地 

主として農地または住宅地若し

くはこれに準ずる土地のうち木

竹が育成している土地 

行 政 行政または市民 市 民 

緑 化 推 進 事 業  

緑 
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６ 計画期間 

本計画は、日進市都市マスタープランと整合が取れた内容にする必要があるため、日進市都市マ

スタープランの計画目標年次である2030年度（令和12年度）までを目標年次とします。 

なお、計画期間内であっても、日進市都市マスタープランの改定等、本計画の見直しが必要にな

った場合には、見直しを行っていきます。 

７ 計画の構成 

本計画は、「２ 計画改定の背景」を踏まえ、次の「計画改定の視点」をもって、市民に分かり

やすい構成となるようまとめています。 

 

（１）計画改定の視点 

●市民の意見を参考にしながら作成 

旧計画では、市民主体のワークショップ形式で行われた緑の基本計画策定委員会にて市民の意

見を確認し、参考にさせていただきましたが、本計画では、ワークショップのほか市民等にご協

力いただき緑に関するアンケートも実施し、より多くの市民の皆様のご意見を確認し、参考にし

ました。 

 

●緑の定義の明確化 

旧計画では、緑の定義がなく、緑、緑地、里山、緑化等の記述が混在していたことから、計画

の対象を分かりやすくするため、緑の定義を明確に示しました。 

 

●緑の現況の明確化 

緑の現況を分かりやすくするため、森林や農地等、明確にイメージできるもののみに特化しま

した。 

 

●旧計画の評価 

旧計画の施策の評価を実施し、その検証をしました。 

 

●緑が持つ機能の整理の削除 

旧計画では、緑の持つ機能を「環境保全機能」、「防災機能」、「レクリエーション機能」、

「景観形成機能」の４つの機能に分類しましたが、それ以外にも「子育て」、「教育」等、まち

づくりの様々な分野において、緑は多様な機能を有し、市民の快適な暮らしに貢献しています。 

旧計画では、緑の課題と緑が持つ機能に着目し内容を整理しましたが、より分かりやすい計画

にするために緑の課題に特化して整理することとしましたので、緑の持つ機能に関する整理は削

除しました。 
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●地域別構想を小学校区単位に変更 

旧計画では、地域を「自然景勝・里山田園エリア（主に市街化調整区域）」と「市街地緑化推

進エリア（主に市街化区域）」の２地区でしたが、小学校区単位とすることで、より地域の実情

を踏まえることに努めました。 

 

●緑の「質」の向上 

本市は、土地区画整理事業を中心とした宅地等の開発と緑の保全の調和を図られた緑豊かなま

ちづくりを進めてきたことから、多くの方に市外から本市に移り住んでいただきました。今後に

おいても、同様の方針をもって都市づくりを進めていくことから、土地区画整理事業区域内の森

林等の緑は量的に減少していく傾向は続くと考えられます。 

また、「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」最終報告書で

も示されたように、新たなステージで重視すべき観点の一つとしては「ストック効果をより高め

る」ということが示されました。 

このような状況から、緑の「量」にとらわれすぎるのではなく、緑の多様な機能が発揮できる

ように適切なメンテナンスを行うことや、緑の多様性を維持するための配慮を行う等、本市の緑

を目的に応じた「健全で良質な緑」にするために、緑の「質」の向上に主眼をおきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●愛知県広域緑地計画やS D G sとの関係を明確化 

各施策が愛知県広域緑地計画の方針のどこに対応しているか、SD G sの目標のどこに対応して

いるかを明確化することで、愛知県広域緑地計画との整合やS D G sの取組が分かるようにしまし

た。 

 

●読みやすく、愛着や興味を持ってもらえる計画 

内容のスリム化や、関連事項のコラムを掲載し、読みやすい内容になるよう努めました。 

また、主に子どもに「かいてみよう！みどりのにっしん」をテーマとして描いてもらった絵を

挿絵として活用することで、愛着や興味を持ってもらえる計画となるよう努めました。 

 

※本計画では「等」を利用していますが、市民意識調査やその他計画等からの転記について、元の記述で

「など」を使用している場合は「など」を使用します。 

コラム３：「健全で良質な緑」と緑の「質」の向上とは 

■「健全で良質な緑」とは 

植物の生育が良好であることや、緑の多様性（生物多様性の保全、都市環境の改善、防災・減災、レ

クリエーション、景観形成の他、心理的（ストレス軽減、癒し等）に作用する機能）が発揮されている

ことを言います。 

 

■緑の「質」の向上とは 

緑には多様な機能があります。これらが最大限に発揮できるように適切なメンテナンスを行うこと

や、緑の多様性を維持するための配慮を行うことが緑の「質」の向上になります。 

 



15 

（２）旧計画と本計画の構成比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本計画】 

第１章 計画の基本事項 

１ 緑の基本計画とは 

２ 計画改定の背景 

３ 計画の目的 

４ 計画の位置づけ 

５ 計画で対象とする緑 

６ 計画期間 

７ 計画の構成 

 

第２章 緑の現況と課題 

１ 緑の現況 

２ 緑の課題 

 

第３章 緑の将来像と基本方針 

１ 計画の基本理念 

２ 緑の将来像 

３ 緑の基本方針 

４ 計画の目標 

 

第４章 計画を推進するための 

取組 

１ 緑の取組体系 

２ 主な緑の取組 

 

第５章 緑に関する地域別目標 

及び緑の取組 

１ 地域区分 

２ 各地域の緑のまちづくりの目標 

３ 取組方針 

 

第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進にあたって 

２ 計画の進行管理 

【旧計画】 

計画の位置づけ 

 

第１章 緑に関する現況 

１．日進市の緑の特徴 

２．土地利用の推移 

３．公園緑地等の整備状況 

４．景観特性 

５．広域からみた緑の位置づけ 

６．住区別公園不便地区の抽出 

 

第２章 緑の解析評価と課題 

１．緑の解析評価 

２．緑の課題 

 

第３章 緑の将来像 

１．基本テーマ 

２．基本方針 

３．緑地の確保目標 

４．水と緑の将来構造 

 

第４章 緑地配置及び 

都市緑化に関する計画 

１．緑が持つ 4 つの機能 

２．緑地配置及び緑化計画 

 

第５章 緑地保全及び 

緑化推進のための施策展開 

1．施策の体系 

2．施策の展開 

 

第６章 計画の実現に向けての 

市民と行政の役割分担 

1．都市公園事業の推進 

2．法や制度による緑化推進及び 

緑地保全の具体的手法 

3．市民との協働による緑のまちづくり 

 

第７章 地域別構想 

1．地域別の課題整理 

2．地域の緑のまちづくり目標 

3．地域の緑のまちづくり方針 


